
様式第１号（第３条関係）

■ □

□ ■

■ □

□ ■  無

■ □

□ ■ 無

■ □ 非該当 　

□ 法第６０条第３項第２号非該当

□ 法第６０条第３項第３号非該当

※　以下、該当の場合のみ記載

名称

所在地

名称

所在地

個人情報ファイル簿

人づくり・県民生活部　福岡県消費生活センター行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及
び所在地 福岡市博多区吉塚本町１－１３－５０

―作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受
ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要 ―

含む　　　　　

含む　　　　　 含まない

含まない

無

電話番号（０９２）６３２－１６００　　内線（８１－３１０３）

名称

所在地

備考
・要配慮個人情報については、制限行為能力に関する部分など契約
の取消事由となり得る部分に限定して、記録している。

―

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

　該当

行政機関等匿名加工情報の提供の募集する個人情報ファイルである旨

個人情報ファイルの利用目的

政令第21条第7項に該当するファイル

他の実施機関（都道府県、市町村）、他の官公庁（消費者庁、国民生活センター）

有

記録項目

総務部　県民情報広報課
福岡市博多区東公園７－７

人づくり・県民生活部　消費生活センター
福岡市博多区吉塚本町１－１３－５０

個人情報ファイルの種別

 有

法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

有

事務担当課等

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

PIO-NET（全国消費生活情報ネットワークシステム）

福岡県知事

人づくり・県民生活部　消費生活センター

県民の消費生活の安定及び向上を図るため消費生活に関する相談及び苦情の処理を行う。

１．情報番号　２．相談者の氏名　３．住所　４．電話番号　５．年齢　６．性別　７．職業
８．消費生活相談の内容と処理の結果

一般消費者（相談者）、契約者

相談者からの電話や来所等による聞き取り、相談者からの提出資料

条例要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

―


